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発 表 項 目 「節電プログラム参加促進事業」活用推進キャンペーンについて
（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

道では、この冬の節電の取組促進と、電気料金高騰による影響緩和を目的とし
て、国が実施する令和４年度電気利用効率化促進対策事業の参加者に付与される
「節電ポイント」に対し、道独自の上乗せ支援を行うこととしています。
上川総合振興局においても、無理のない範囲で節電の取組を行うとともに、管

内の道民・企業の方々に対して節電をお願いしており、その取組の一つとして、
節電プログラムへの参加を促進しているところですが、このたび、その一環とし
て、次のとおり「『節電プログラム参加促進事業』活用推進キャンペーン」を実
施します。

記
１ キャンペーンの内容
(1) 日 時

令和５年(2023年)１月23日(月)及び24日(火)
各日、14:00から17:00まで

(2) 場 所
イオン旭川西店１階出入口（１番、２番）店舗内
（住所：旭川市緑町23丁目2161番地３）

(3) 内容
概 要 ・「節電プログラム」啓発用パネル展示、のぼり掲示

・啓発用リーフレット、ポケットティッシュ配布（各日500セット）
※500セット配布した時点で終了します。

・参加申し込み受付（臨時）
※北海道電力(株)にご協力いただき、同社利用者で節電プログラムを
申し込んでいない方は、その場で参加申込を受付出来ます。

【節電プログラムについて】
国の令和４年度電気利用効率化促進対策事業に参加した電力会社が実施する

「冬の節電プログラム」へ参加すると、ポイントなどを付与

○ 家庭向け契約（低圧：50kW未満）：4,000円相当
（国 2,000円相当、道 2,000円相当）

○ 申込期限：令和５年(2023年)１月31日(火)まで
※期限は電力会社により異なる場合あり

この他にも、12月から３月の前年各月に比べて、節電を達成すると付与され
るポイントなどの特典あり（詳細は、各電力会社のホームページを参照）

【参考ＵＲＬ】https://setsuden-hokkaido.jp/（道庁ホームページ）

参 考 【添付資料】
節電プログラムリーフレット「この冬はお得に節電しましょう。」

報 道 ( 取 材 ) に 節電プログラムに参加を申し込んだ時点で、4,000円相当の特典が受けられる
当たってのお願い ことから、一般家庭にとってもメリットがあるので、積極的な報道をお願いし

ます。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 上川総合振興局産業振興部商工労働観光課（担当者：水口 祐司）
（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ０１６６－４６－５１３１（内線２４００）




